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熊取町開発指導要綱 
 

（目的） 

第１条  この要綱は、無秩序な乱開発を抑制し、快適な都市環境の創造と秩序ある都市機能 

の充実を図るため、本町で行われる開発事業について指導基準を定め、かつ、開発者に対 

し、公共施設及び公益施設（以下「公共公益施設」という。）に対する応分の負担につい 

ての協力を求め、積極的に公共公益施設の整備を図り、もって総合計画に掲げるまちの将

来像の実現に向けたまちづくりを進め、住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると 

ころによる。 

 (1) 開発事業  都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく開発行為並びに建築基準法

（昭和 25 年法律第 201 号）に基づく建築物の建築行為及び用途変更行為をいう。 

 (2)  開 発 者  開発事業を行う者をいう。 

 (3)  開発区域 開発事業を行う区域をいう。 

 (4) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路及び消防施設等をいう。 

 (5)  公益施設  小学校、中学校、保育所（又は幼稚園）、集会所、上水道、交通安全施設、  

防犯施設、広報施設及び清掃施設等公益の用に供する施設をいう。 

 (6) 中高層建築物 地階を除く階数が３以上又は地盤面からの高さが 10ｍを超える建築  

物をいう。 

 

（開発事業の基本原則） 

第３条  開発事業は、本町の総合計画、都市計画マスタープラン及び市街化調整区域におけ

る地区計画運用指針その他本町の定める基本計画等に従い、計画的に行わなければならな

い。 

 

（適用範囲） 

第４条  この要綱は、本町で行われる開発事業に適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては適用しない。 

 (1) 本町並びに国、大阪府が施行する公共事業。 

 (2) 本町と開発事業に関する協議済の区域で、かつ、当初計画どおりの建築物を建築する  

場合。 

(3)  住宅又は住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基

準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 130 条の３で定めるものを建築する場合であっ

て、建築戸数が１戸のもの。（ただし、地階を除く階数が３以下の建築物に限る。） 

(4) 倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第２条第２項に該当しない倉庫を建築する場合。

（ただし、延べ面積が 100 ㎡以内で、かつ給排水設備を設けないものに限る。） 

(5)  確認申請を必要としない建築物の建築行為及び用途変更行為 

 

（事前協議） 

第５条 開発者は、開発事業を行おうとする場合は、都市計画法又は建築基準法に基づく許 

認可の申請前に町長に事前協議書を提出し、この要綱の規定に基づく協議を行い、その指 
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導に従わなければならない。 

２  開発者は、事前協議の内容が、熊取町開発事業等審査会設置要綱に基づく次の各号に該 

当する場合は、同審査会の審議を経なければならない。 

 (1) 開発区域面積が 3,000 ㎡以上の開発事業（戸建て住宅開発を除く） 

 (2)  計画戸数 100 戸以上の戸建て住宅開発事業 

 (3) その他、審査会が必要と認める開発事業 

３ 事前協議書の有効期間は、原則として町長が当該事前協議書を開発者に返却した日から 

起算して１年とする。 

４  開発者は、第１項の規定による協議が完了した場合は、事前協議経過報告書を町長に提 

出しなければならない。 

 

（事前周知等） 

第６条  開発者は、前条第１項による事前協議書の返却を受けた後、直ちに開発計画の概要

を示す標識を、別に定める施工等に関する基準（以下「施工基準」という。）に基づき、

隣接土地所有者及び付近住民等が容易に見ることのできる開発事業予定地に設置し、周知

しなければならない。 

２  前項により設置した標識の設置期間は、当該事前協議にかかる開発工事が完了するまで 

とする。 

３ 開発者は、第１項により設置した標識の写真を町長に提出しなければならない。 

４  開発者は、第１項による標識のほか、前条第４項による事前協議経過報告書の提出まで 

に施工基準に基づき、地元自治会、隣接土地所有者及び付近住民等に対し説明会等の実施 

により、開発事業の内容等を説明しなければならない。 

５  開発者は、前項により説明した内容及び説明を受けた者の意見等を説明経過報告書によ 

り、町長に報告しなければならない。 

 

（土地利用計画） 

第７条  開発者は、土地利用計画の策定にあたっては、開発区域内の人口計画、各種都市施 

設の計画及び配置について十分検討しなければならない。 

２  土地利用計画においては、土地利用の区分及び用途を明確にするとともに、開発区域内 

において既に道路、公園及びその他の施設に関する都市計画並びに本町の公共公益施設に 

関する整備計画が定められているときは、町長と協議しなければならない。 

 

（公共公益施設整備の原則） 

第８条  開発者は、開発事業に伴い必要となる公共公益施設を、この要綱の定めるところに 

より自らの負担で整備しなければならない。 

 

（自然の保存及び緑化） 

第９条  開発者は、本町の自然環境を保全し、良好な居住環境の構成を図るため既存の樹木 

（樹林）の保存に努めるとともに、熊取町みどりの基本計画に定める緑化基準に適合する

ように開発区域に樹木等を植栽するなど緑化に努めなければならない。 

２ 開発者は、開発区域面積が１ha 以上の開発事業を行おうとする場合は、大阪府自然環境

保全条例（昭和 48 年大阪府条例第２号）の規定に基づく、自然環境の保全と回復に関する

協定を締結する前に、緑化の計画について町長と協議しなければならない。 

３ 開発者は、開発区域面積が５ha 以上の開発事業を行おうとする場合は、都市緑地法（昭
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和 48 年法律第 72 号）の規定に基づき、緑地協定を締結するよう努めなければならない。 

 

（福祉のまちづくり） 

第 10 条  開発者は、不特定かつ多数の者が利用する、又は主として高齢者、障害者等が利用

する建築物、道路、公園及び駐車場を建築等する場合は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）、大阪府福祉のまちづくり条例（平成

４年大阪府条例第 36 号）、都市公園条例（昭和 52 年条例第５号）及び道路の構造の技術

的基準等を定める条例（平成 25 年条例第８号）で定める基準に適合させるよう努めなけれ

ばならない。 

 

（公害の防止） 

第 11 条  開発者は、開発事業の計画にあたっては、開発事業により公害が発生しないよう 

未然に防止する措置を講じなければならない。 

２  開発者は、開発工事施工中の騒音、振動等の対策について必要な措置を講じなければな 

らない。 

 

（電波障害の防止） 

第 12 条 開発者は、開発事業によりテレビ電波等の障害が発生するおそれがある場合は、 

事前に調査を行い、必要な施設を設置するとともに、その維持管理について必要な事項を 

関係者と協議しなければならない。 

２ 開発者は、開発事業によりテレビ電波等の障害を発生させた場合は、速やかに必要な施 

設を設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と協議しなければなら 

ない。 

 

（防災対策） 

第 13 条  開発者は、開発事業を行う場合は、開発区域及びその周辺地域に対する災害の防 

止に万全を期するよう対策を講じなければならない。 

２  開発者は、開発工事施工中周辺に被害を発生させた場合は、直ちに開発者の責任におい 

て適切な措置を講じなければならない。 

 

（文化財の保護） 

第 14 条  開発者は、周知されている埋蔵文化財包蔵地内で開発事業を行おうとする場合は、 

あらかじめ本町教育委員会（以下「教育委員会」という。）に届出等を行い、協議のうえ 

その指示に従わなければならない。 

また、その他の地域で開発区域面積が 500 ㎡以上の開発事業を行おうとする場合は、あ

らかじめ教育委員会と協議しなければならない。 

２  開発者は、開発工事施工中において埋蔵文化財等を発見したときは、直ちに工事を中止 

し、教育委員会に届け出を行い、その指示に従わなければならない。 

 

（農地等） 

第 15 条  開発者は、開発区域内に農地法（昭和 27 年法律第 229 号）に基づく許可又は届出

を要する土地がある場合は、農業委員会と協議を行い、その指示に従わなければならない。 

２ 開発者は、開発事業に伴い開発区域周辺農地又は農作物に被害を及ぼすおそれのある場 

合は、これを未然に防止する措置を講じなければならない。また、被害を及ぼしたときは、 
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開発者の責任において直ちに適切な措置を講じなければならない。 

 

（店舗等の建築物） 

第 16 条  店舗、事務所等の専用住宅以外の建築物は、道路の通行に支障をきたさないよう 

前面道路側を十分後退して建築しなければならない。 

２  開発者は、延べ床面積 300 ㎡以上、1,000 ㎡以下の店舗の開発事業を行おうとする場合

は、関係法令に従うほか、熊取町中規模小売店舗の設置に関する要綱に基づき協議を行わ

なければならない。 

３ 開発者は、延べ床面積 1,000 ㎡を超える店舗の開発事業を行おうとする場合は、関

係法令に従うほか、大規模小売店舗立地法手続要綱に基づき協議を行わなければなら

ない。 

 

（準工業地域内における開発事業） 

第 17 条  開発者は、準工業地域内において専用住宅の開発事業を行う場合は、居住を予定 

する者に準工業地域である旨を事前に周知しなければならない。 

 

（戸建て住宅の原則） 

第 18 条  開発者は、開発事業における建築計画にあたっては、住宅マスタープランに掲げる

基本理念を実現するため、戸建て住宅の建築に努めなければならない。 

 

（敷地の規模） 

第 19 条 開発者は、戸建て住宅及び長屋住宅の敷地規模を定めるにあたっては、一画地の 

面積を次に掲げる面積以上としなければならない。ただし、町長が宅地の区画割等土地利 

用計画上やむを得ないと認めた場合はこの限りでない。 

 

                                                      用途地域 

種別    
第１種低層住居専用地域 そ の 他 の 地 域 

 

戸 建 て 住 宅 150 ㎡ 120 ㎡ 

長 屋 住 宅 150 ㎡ 120 ㎡ 

 

２ 前項の敷地規模の算定にあたり道路後退がある場合は、後退部分の面積を除くものとす 

る。 

 

（共同住宅） 

第 20 条 開発者は、共同住宅（単身者向けを除く。）の１住戸専用面積（共用部分、バルコ

ニ－を除いた面積をいう。以下同じ。）を定めるにあたっては、次に掲げる面積以上とし

なければならない。 
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最小１住戸専用面積 

        

 

           

                    

       

分譲に係るもの 60 ㎡ 

賃貸に係るもの 30 ㎡ 

 

２ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）に基づくサービス

付き高齢者向け住宅のうち、大阪府の登録基準を満たす共同住宅については、前項及

び次条第１号の規定は適用しない。 

 

（単身者向け共同住宅） 

第 21 条  開発者は、単身者向け共同住宅を建築する場合は、次の各号を遵守しなければなら

ない。 

 (1)  １住戸専用面積は、25 ㎡以上とすること。 

 (2)  管理規約を定め、管理人を置くなどの方法により良好な管理に努めること。 

 (3)  入居者に対し、地元自治会、隣接土地所有者及び付近住民等との協議内容及び確認事  

項を十分に説明し、それを徹底させること。 

 

（中高層建築物） 

第 22 条  開発者は、中高層建築物を建築する場合は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分 

配慮し、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 

 (1)  準工業地域においても、大阪府建築基準法施行条例（昭和 46 年大阪府条例第４号）  

に定める第１種住居地域、第２種住居地域並びに準住居地域の日影規制値と同等の規制  

値の確保に努めること。 

（2） 付近住民等のプライバシーを侵さないよう、建築物の窓等の位置及び構造に配慮する  

こと。 

２ 中高層建築物における第６条第４項の付近住民等への説明会等の範囲は、予定建築物の 

境界からその建築物の高さの２倍の範囲並びに大阪府建築基準法施行条例及び第１項第１ 

号における日影規制の範囲とする。 

 

（学校、保育所） 

第 23 条  開発区域面積が５ha 以上の戸建て住宅、長屋住宅及び共同住宅の開発事業（以下

「住宅開発事業」という。）を行う開発者は、住宅開発事業に伴い必要となる小学校、中

学校及び保育所の設置について別途協議しなければならない。 

 

 （集会所） 

第 24 条  開発者は、建設戸数が 100 戸以上の住宅開発事業を行う場合は、開発区域内に広場

又は公園等と隣接させ、施工基準に基づき集会所用地を確保し、集会所の整備に要する費

用（備品等を含む）として次式により算出した額を負担しなければならない。ただし、開

発者は当該施設の規模、構造、設備及び備品等について、町長と協議のうえ、自ら集会所

を建設することができる。 

    建物面積 × 別に定める建設単価 × 施工基準に定める負担率 ＝ 集会所建設負担金 
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２ 開発者が、既存の自治会との協議により、その自治会に加入するなど、町長が特に必要 

でないと認めた場合は前項の限りでない。 

３  建設戸数が 100 戸未満の住宅開発事業であっても、新しく自治会組織を設置するなど、 

町長が集会所を必要と認めた場合は、第１項に準ずるものとする。 

 

（広報施設等） 

第 25 条  開発者は、住民の利便に供するため、広報掲示板を施工基準に基づき設置しなけれ

ばならない。 

２ 開発者は、開発事業により防災行政無線設備に新たに難聴地域が発生するおそれが

あるときは屋外拡声子局増設その他の必要な措置を講ずるものとする。ただし、周辺

の状況により町長が必要でないと認めた場合は、この限りではない。 

 

（公園等） 

第 26 条  開発者は、次の各号の区分により算出した面積以上の公園等を開発区域内に設けな

ければならない。ただし、開発区域が都市計画法第 33 条第３項の規定に基づく開発行為に

係る制限の緩和に関する条例（令和元年条例第 16 号）第２条に規定する適用範囲に該当す

る場合又は都市計画法施行令第 25 条第６号ただし書きの規定が適用される場合はこの限

りではない。 

(1)  開発区域面積が、3,000 ㎡以上の開発事業にあっては、開発区域面積に３％を乗じて

得た面積。ただし、その面積が 100 ㎡に満たない場合は 100 ㎡以上とする。 

(2)  開発区域面積が、10,000 ㎡以上の開発事業にあっては、開発区域面積に６％を乗じて

得た面積。 

２ 開発者は、植栽、照明灯及び遊戯施設等を施工基準に基づき設置しなければならない。  

３ 土地区画整理事業が施行された区域内については、前２項の規定は適用しない。 

 

（道路施設） 

第 27 条  開発者は、開発事業に伴い必要となる道路を施工基準に基づき施工しなければな 

らない。 

  

（排水施設） 

第 28 条 開発者は、開発区域及びその周辺から流出する雨水及び汚水等を排水するために 

必要な施設の設置及び水路等の改修等について、町長、施設管理者及び水利関係団体と協 

議を行い、施工基準に基づき同意等を得たうえで施工しなければならない。 

２ 開発者は、開発区域内に既設水路等がある場合は、施設管理者及び水利関係団体と協議 

を行いその機能を確保しなければならない。 

 

（消防施設等） 

第 29 条  開発者は、開発区域の周辺の状況及び規模等に応じ、消火栓、防火水槽等の消防水

利施設について、開発区域を管轄する泉州南消防組合（以下「消防組合」という。）の消

防署と協議を行い、消防組合が示す施工基準により設置しなければならない。 

２ 開発者は、開発区域内の予定建築物が消防組合の指定する建築物である場合には、はし

ご車等の大型車両が接近して有効に消防活動ができるよう、進入路、消防活動空地及び空

間等を消防組合が示す施工基準に基づき確保し、維持しなければならない。 

３ 開発者は、軒高 31 メートルを超える建築物で非常用エレベーターの設置を要するもの又
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は高度医療施設等を建築する場合には、ヘリコプター屋上緊急離着陸場等について、泉州

南広域消防本部警防部警備課と協議を行い、消防組合が示す施工基準により設置し、維持

しなければならない。 

 

（上水道施設） 

第 30 条  開発者は、開発事業に関連する上水道施設の整備及び給水等について大阪広域水道

企業団と協議しなければならない。 

 

（駐車場等） 

第 31 条  開発者は、原則として開発区域内に駐車場及び駐輪場を施工基準に基づき設置し 

なければならない。 

 

（交通対策） 

第 32 条  開発者は、建設戸数が 300 戸以上の住宅開発事業を行う場合、開発区域内への路線

バスの乗り入れ及び運行回数の増強等について、あらかじめバス会社等と協議しなければ

ならない。 

 

（交通安全対策等） 

第 33 条  開発者は、交通安全対策について町長及び所管する警察署長と協議し、防護柵、カ

ーブミラー、警戒標識及び区画線等の交通安全施設を施工基準に基づき施工しなければな

らない。 

 

（防犯施設） 

第 34 条  開発者は、防犯灯等の防犯施設を施工基準に基づき設置しなければならない。 

 

  （ごみ、し尿） 

第 35 条  開発者は、ごみ集積場所等について、事前に町長と協議を行い、その指示に従わな

ければならない。 

２  し尿処理がくみ取方式による場合は、便槽は必要な容量を充足するとともに、雨水及び 

地下水の浸透又は浸水のない構造とし、その設置場所はくみ取作業が容易にできる位置に    

しなければならない。 

３ し尿を水洗方式（浄化槽によるもの）によって処理する場合は、処理水の放流先の状況 

に配慮しなければならない。 

 

（その他の公益施設） 

第 36 条  開発者は、住民（入居者）の日常生活の利便を図るため、開発規模に応じ、交番、 

郵便局、医療施設及び購買施設等の誘致に努めなければならない。 

 

（公共公益施設の検査） 

第 37 条  開発者は、この要綱に基づく公共公益施設の設置に関する工事の中間及び工事が 

完了したときは、町長の検査を受けなければならない。 

２  開発者は、前項に規定する検査において、町長が命じた検査員に協力し、その指示に従 

わなければならない。 
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（公共公益施設の帰属） 

第 38 条  開発者は、この要綱に基づき設置した公共公益施設及びその用地を無償で本町に 

帰属しなければならない。 

２  開発事業に関連して建築基準法第 42 条第１項第５号の規定に基づいて位置の指定を受 

けた道路については、譲渡に関し町長と協議しなければならない。 

３  開発者は、原則として都市計画法第 36 条第１項の規定による工事完了届出書提出まで 

に、第１項の帰属に関する登記書類及び施設図書を町長に提出しなければならない。 

４ 開発者は、第１項に定める用地に抵当権等の設定がされている場合は、第３項に定める 

登記書類の提出までに開発者の責任において、全て抹消しなければならない。 

 

（瑕疵担保期間） 

第 39 条  この要綱に基づく開発事業により設置された公共公益施設に瑕疵があった場合は、

町が帰属を受けた日から２年間は、開発者の負担において補修整備を行わなければならな

い。 

 

（公共公益施設の管理協定） 

第 40 条  開発者は、この要綱に基づき設置した公共公益施設について、町長が特に必要と 

認めた場合は、町長と管理協定を締結のうえ良好な維持管理に努めなければならない。 

 

（協定書） 

第 41 条  この要綱に基づく協議が成立したときは、町長と開発者との間において協定を締 

結するものとする。 

 

（損害の補償等） 

第 42 条  開発者は、開発事業により第三者に損害を与えた場合は、自らの責任において補 

償の責を負わなければならない。 

２  開発者は、開発事業に起因して第三者との紛争が生じた場合は、自らの責任において解 

決しなければならない。 

 

（審査会の設置） 

第 43 条 町長は、この要綱の適正な運用を図り、計画的なまちづくりを推進するため、熊取

町開発事業等審査会を設置することができる。 

 

（要綱に定めのない事項） 

第 44 条  この要綱に定めのない事項で、町長が必要と認めるものについては、その都度、開

発者と協議のうえ決定するものとする。 

 

（要綱の遵守義務） 

第 45 条  開発者は、この要綱及びこれに基づき協議した事項を誠実に遵守しなければなら 

ない。 

２  町長は、この要綱及びこれに基づき協議した事項に従わない開発者に対して必要な措置 

を講じることができる。 
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附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は平成 13 年 10 月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行日前において、改正前の要綱第４条の規定に基づく事前協議の受付をし 

た開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成 15 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行日前において、改正前の要綱第５条の規定に基づく事前協議の受付をし 

た開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成 25 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行日前において、改正前の要綱第５条の規定に基づく事前協議の受付をし 

た開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成 28 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行日前において、改正前の要綱第５条の規定に基づく事前協議の受付をし 

た開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行日前において、改正前の要綱第５条の規定に基づく事前協議の受付をし 

た開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 工 基 準 

 

 

 

令和３年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



-15-

事前周知等に関する施工基準
（第６条関係）

１ 開発計画の概要を示す標識は、次のとおりとする。

90㎝以上

(１) 文字は、白地に黒文字で鮮明に書くこと。

(２) 表示が不鮮明にならないようにすること。

(３) 標識板は、破損したり倒壊しないように設置すること。

(４) 敷地が広く、一箇所の設置で適当でない場合は他の箇所へも設置すること。

２ 地元自治会、隣接土地所有者及び付近住民等に行う事前周知については次表のとおりと

する。ただし、都市計画法第２９条第１項第３号に該当する開発事業については別途協議す

ること。

建築（開発）のお知らせ

90cm

以上

敷地の地名、地番

建 築 物 の 用 途

高 さ ｍ 敷地面積 ㎡

構 造 造 階 建築面積 ㎡

棟 数 等 （住宅の場合 戸）

建 築 主 住所・氏名又は名称 TEL

設 計 者 住所・氏名又は名称 TEL

工事施工者 住所・氏名又は名称 TEL

工事予定期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

平成 年 月 日 設置

開 発 許 可 物 件 開発許可物件以外

の町要綱協議物件

中 高 層 建 築 物

地 元 自 治 会 説明経過報告書 説明経過報告書 説明経過報告書

隣接土地所有者 説明経過報告書 説明 説明経過報告書

付 近 住 民 等 説明 ※１ 説明 ※１ 説明経過報告書 ※２

付近住民等：土地及び建物の所有者並びに占有者

※１ 開発者の任意の範囲

※２ 本要綱第２２条第２項に基づく範囲



-16-

集会所に関する施工基準
（第２４条関係）

１ 集会所の敷地面積及び建物面積は、次表を基準とする。

２ 集会所敷地の形態については、正方形若しくは長方形等まとまりのある整形の平坦地で

あり、集会所敷地として有効利用が図れること。ただし、土地利用上やむを得ずのり面等

有効利用が阻害される部分については、敷地面積に算入することはできない。

３ 集会所建設負担金の負担率は、次表のとおりとする。

建 設 戸 数 敷 地 面 積 建 物 面 積

１００戸未満 １８０㎡以上 ９０㎡以上

１００戸以上 １５０戸未満 ２００㎡以上 １００㎡以上

１５０戸以上 ２００戸未満 ２２０㎡以上 １１０㎡以上

２００戸以上 ３００戸未満 ２４０㎡以上 １２０㎡以上

３００戸以上 ４００戸未満 ２６０㎡以上 １３０㎡以上

４００戸以上 ５００戸未満 ２８０㎡以上 １４０㎡以上

５００戸以上 １０００戸未満 ２箇所とし上記に準ずる

１０００戸以上 別途協議

建 設 戸 数 負 担 率

１００戸未満 １／２

１００戸以上 １５０戸未満
２／３

１５０戸以上 ２００戸未満

２００戸以上 ３００戸未満 ３／４

３００戸以上 ４００戸未満

４／５
４００戸以上 ５００戸未満

５００戸以上 １０００戸未満

１０００戸以上
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広報施設等に関する施工基準
（第２５条関係）

１ 広報掲示板の設置箇所数は、次表のとおりとする。

なお、広報掲示板の構造及び規格については、図－１のとおりとする。

２ 広報施設等の設置場所については、事前に町長と協議すること。

建 設 戸 数 設 置 箇 所 数

３００戸未満 町長が必要と認めた場合 １箇所

３００戸以上 ３００戸に１箇所を基準とし、町長が必要と認めた数



- 18 -

図－１

① 広報掲示板の構造

（単位：mm）

② 広報掲示板の規格

※上記規格により難い場合は、別途協議すること。

部 位 材 質 ・ 仕 上 げ

本

体

サ イ ズ

支柱・枠

基 礎

サイズ：Ｗ1,875mm×Ｈ1,800mm（ＢＬ550mm）×Ｄ92mm
材 質：アルミ押出形材

仕上げ：アルマイト（シルバー）クリア塗装仕上

材 料：コンクリ－トブロック

掲

示

Ｂ

Ｏ

Ｘ

掲 示 板

文 字

基 板：t９耐水合板、ｔ１発泡樹脂シ－ト
色 ：表面／ライトベージュ 裏面／ライトグレー

支柱蓋：t１アルミ板、アルマイト（シルバー）クリア塗装仕上
ｶﾞﾗｽ戸：t５磨き透明ガラス
錠 前：シリンダープッシュ錠

内 容：「熊取町広報掲示板」

文 字：スコッチテ－プ切り文字貼り付け

字 体：ゴナＵ

文字色：グリ－ン
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公園等に関する施工基準
（第２６条関係）

１ 定義

（１）公園・・・主として自然的環境の中で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等のレクレーショ

ン及び災害時の避難等に供することを目的とする公共空地

（２）緑地・・・主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向

上及び緑道に供することを目的とする公共空地

（３）広場・・・主として歩行者等の休息、観賞、交流等に供することを目的とする公共空地

２ 公園一般事項

（１）公園は、開発区域の規模、予定建築物の用途の状況等により有効な利用かつ安全が確保さ

れる場所に設置することとし、高圧線下及び同鉄塔用地その他不適当な位置に設けてはなら

ない。ただし、安全対策を講じ、利用上支障がないと判断される場合はこの限りではない。

また、公園の設置にあたっては、国土交通省監修の「都市公園技術標準解説書」及び同省策

定の「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」等

関係法令に準拠した福祉対策を講じるものとし、公園に設置する遊具等の安全基準について

は、「遊具の安全に関する基準（ＪＰＦＡ－Ｓ：２０１４）」によるものとする。

（２）公園の形態は次のとおりとする。

ⅰ．矩形又はこれに近い整形で平地部分とすること。

ⅱ．２辺のなす最狭部の内角は 60度以上とする。

ⅲ．公園敷地と隣接敷地（道路を含む）との高低差は、３ｍ以内とすること。やむを得ず３ｍ

を超える場合については協議のうえ定めるものとする。

（３）公園の敷地内には、上下水道施設、ガス関係施設、衛生施設その他公園の利用に障害とな

る施設を設けてはならない。ただし、公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを

得ない場合については、町と協議のうえ設けることができる。

（４）公園の出入口は、原則として幅 1.2ｍ以上で２箇所以上公共道路に面して設け、車止め（可

動式、鍵付き）を設置すること。また、出入口のうち少なくとも１箇所は幅 3.0ｍ以上で、

管理用車両の出入が出来る形態及び構造とすること。

（５）公園内にＬＥＤ灯等の高効率照明を設置すること。ＬＥＤ灯の高効率照明設置にあたり、

器具及び設置場所・基数については、町と協議すること。また、電線管は地中配管とし、光

センサーによる点灯・消灯制御を行うこと。

（６）公園等の敷地の周囲は、次のとおりフェンス等の設置により利用者の安全を確保すること。

ⅰ．フェンスは、堅牢強固なものとし、原則として上下の胴縁にはＬ型金具を用いないものを

標準とし、塗装については溶融亜鉛メッキの後樹脂コーティング処理を標準とする。

ⅱ．フェンスの高さは 1.2ｍを標準とする。ただし、周囲の状況により高さの変更をしようと

する場合は、町と協議のうえフェンスの高さを決定するものとする。

ⅲ．フェンス以外を設置する場合は、町と協議すること。

（７）公園の敷地の雨水を有効に排除するために、必要な排水施設（側溝、ヒューム管等）を設

けるものとし、原則として開発区域外への放流は認めないものとする。

なお、側溝で排水施設を設ける場合については、細目のグレーチング（滑り止め付）を使用

し蓋がけを行うこと。

（８）公園の緑化率は、敷地面積の 30％以上とし、植栽部分は樹木の生育に適した土壌とし、植
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栽樹木等に十分灌水出来るように散水施設を設置すること。

（９）公園の工事完成時には、次のとおり公園台帳を提出するものとする。

ⅰ．日本工業規格Ａ４（縦長）の黒表紙製本仕上げで、表面に公園名等を金文字で記入し２冊

提出すること。

ⅱ．台帳の内容は、次に掲げるとおりとする。

①位置図

②都市公園台帳調書

③植栽調書

④施設調書

⑤土地調書

⑥登記簿謄本（写し）

⑦法務局備え付け公図（写し）

⑧地積測量図（写し）

⑨図面

ア 縮尺 2,500 分の１以下の位置図

イ 縮尺 500 分の１以下の各種平面図

ウ 平面図に公園敷地の境界線を朱書きで図示したもの

エ 縦縮尺 100 分の１以上、横 250 分の１以上の縦断図（必要な場合）

オ 縮尺 100 分の１以上の横断図（必要な場合）

カ 適宜縮尺した各種構造図

キ 適宜縮尺したその他公園の維持管理に必要な図面

⑩写真集（ダイジェスト仕様）

⑪各種データ（ＣＤ－Ｒ）

３ 公園の規模及び設置施設に関する事項

（１）設置施設は、表１を基準とし、遊具施設の大きさ、設置場所、材質等は町と協議すること。

表１

（２）公園利用者による道路への飛び出し防止対策など、その他必要な措置を施すものとする。

注意書き看板については、サイズはＡ１縦を標準とし、劣化及び破損しにくい材質（強化プ

ラスチック等）を用いるものとし、設置方法、記載内容については、町と協議のうえ定める

ものとする。

４ 緑地・広場一般事項

公園に代わり緑地・広場を設置しようとする場合は、事前に町と相談のうえ、それぞれ以下の

条件を全て満たすものとする。

（１）緑地

ⅰ．樹木が健全に育成できる環境で、自然環境の保全及び都市景観の向上に資するものである

こと。

ⅱ．散策等に利用可能な土地であり、かつ、平坦地を基本とし、傾斜地を含む場合はおおむね

規 模 設 置 施 設 設 置 基 数

300 ㎡未満 砂場、ブランコ、すべり台、シーソー、

スイング遊具、鉄棒、ベンチ、健康遊

具等

３種類以上

300㎡以上1,000

㎡未満
５種類以上

1,000 ㎡以上

10,000 ㎡未満
上記施設に加え、ジャングルジム等

別途協議

10,000 ㎡以上
上記施設に加え、休憩所、野外卓、展

望台、運動施設、手洗場等
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30 度以下であり、地滑り又は崩落等の恐れのない土地であること。

ⅲ．緑地の周囲は、高さ 1.5ｍ以上のフェンスで周囲を囲うこととし、管理用車両が進入する

ことができる出入り口を設置すること。

ⅳ．緑地の雨水等を有効に排除するために、必要な排水施設（側溝、ヒューム管等）を設ける

ものとし、原則として開発区域外への放流は認めないものとする。

（２）広場

ⅰ．住宅の建築の用に供する目的で行われるものでない開発行為であること。

ⅱ．市街地における休息又は観賞の用に供するものであること。

５ 移管基準

公園等を移管する場合は次の基準を全て満たした場合に移管することが出来るものとする。

（１）開発指導要綱の当施工基準に基づき町の指導が遵守されていること。

（２）町への所有権の移転登記が可能な状態になっていること。

ⅰ．所有権以外の権利が抹消されていること。

ⅱ．敷地境界の確定並びに現地での境界杭標による境界明示がなされていること。

ⅲ．所有権移転の移転登記に必要な図書一式が整理されていること。

（３）設置遊戯施設の安全性並びに正常に機能することが確認できること。

（４）植栽が良好な状態に整備・保全されていることが確認できること。

（５）排水施設や外柵等の付帯構造物が適正に整備されていることが確認できること。

（６）その他町長が必要と認める事項を確認できること。
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道路施設に関する施工基準 

                                                            （第２７条関係） 
 
１ 一般事項 
 (１) 開発者は、開発区域内幹線道路と開発区域外幹線道路とが一体となって機能が発揮 

   できるよう計画すること。 
 
 (２) 住宅地内の一般区画街路は、通行上並びに安全上支障がないよう考慮し、出来るだ 

   け通過交通の用に供さないよう計画すること。 
 
 (３) 商店街の道路及び通勤・通学等の歩行者動線となる道路については、努めて歩道を 

   設けること。 
 
 (４) 開発者は、開発区域内及び区域外の連絡道路の新設若しくは改良を行う場合は、道 

   路築造に関する事項に基づき施工すること。 
 
 (５) 道路には、防護柵の設置基準・同解説（(社)日本道路協会）に基づき、防護柵及び 

   ガ－ドレ－ルを設けること。 
 
 (６) 道路占用物（電柱、街路灯等）の設置は、原則として認めない。ただし、地下埋設 

   物については、道路築造に関する事項に基づき施工すること。 
 
２ 道路築造に関する事項 
 (１) 道路有効幅員 
    開発区域内に設置する道路の有効幅員は、次表に掲げる幅員以上とすること。 
                                                   
         開発規模 

 道路種類 
  0.1ha 
      未満 

  0.1ha以上 
  1.0ha未満 

  1.0ha以上 
  20ha未満 

  20ha 
      以上 

 

  一 般 区 画 街 路  6.0ｍ（4.0） 
  主 要 区 画 街 路  ― 7.0ｍ〔9.5〕 
  幹 線 道 路     12.0ｍ 

     （ ）内の数値は小区間で通行上支障のない場合 

     〔 〕内の数値は歩道を設置する場合 
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 (２)  道路の構成 
道路幅員は下図に示す方法によって計るものとする。なお、町への帰属は道路敷と 

    する。 
                                                                                    （単位：mm） 
        U型側溝の場合                            Ｌ型側溝の場合 
 

 
※450mm は側溝の厚み 150mm と溝幅 300mm の場合であり、側溝の寸法によりこの数値は

変わる。 
 
 
    自由勾配側溝の場合 

 
    
 
     自由勾配側溝の場合は、宅地側の境界から 350mm を確保したところから、道路有効

幅員とみなす（図１） 
     ただし、道路幅員が６ｍ以上で自由勾配側溝がＴ－25（自動車走行用）以上の強度で

設計され車両通行上支障のない場合、宅地側の境界線から道路有効幅員とみなす（図２） 
 
 
 
 
 
 

※ 
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歩車道を分離する場合 

    
 
 (３) 道路幅員 
    道路の歩車道別幅員は次表の基準によること。 
        なお、１２ｍ以上の道路及び都市計画道路については、別途協議すること。 
 
   道路幅員      歩 道 部    車道部  

   ９.５m 
  片側に幅員２.５ｍの歩道 

  を設置すること。    ７ｍ 

   １２ｍ 
  両側に幅員２.５ｍの歩道 

  を設置すること。     ７ｍ 

 
 (４) 道路交差部のすみ切り 
   ア 道路の平面交差点の交差角は、直角又は直角に近い角度とし、交差部に設けるす 

    み切りの長さは、次表に示す値を基準とする。ただし、やむを得ず交差角が直角と 

     著しく相違する場合は、個々の交差点毎に町長と協議を行い決定すること。 
   
   有効幅員    ４    ６    ９    12  1 6 ~ 1 8    備     考 

     ４ 
     ６ 
     ９ 
   １２ 
 １６ ~１８ 

   ２ 
   ２ 
   ２ 
   － 
   － 

   ２ 
   ３ 
   ３ 
   ３ 
   － 

   ２ 
   ３ 
   ４ 
   ４ 
   ４ 

   － 
   ３ 
   ４ 
   ６ 
   ７ 

   － 
   － 
   ４ 
   ７ 
   ８ 

  

 
イ 中高層建築物及び特殊建築物を建築するときは、上表の規定にかかわらず開発区域

を管轄する泉州南消防組合の消防と協議すること。 
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 (５) 道路内の地下埋設物 
    道路内の地下埋設物については、下図を基準とし、詳細については町長と協議を行い

    設計、施工すること。 
                                  （単位：mm） 

    

 
                                                                               Ｇ：ガ ス 管 
                                                                               Ｒ：雨 水 管 
                                                                               Ｓ：汚 水 管 
                                                                               Ｗ：上水道管 
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 (６) 道路構造物 
    道路構造物は、下図の基準によること。         

（単位：mm）  
     ア 自由勾配側溝              イ U型側溝（現場打）    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・道路側溝については、自由勾配側溝を標準とする。 
・グレーチング蓋については、Ｔ－２５、ノンスリップタイプとする。ただし、横断側溝の場合は、ボルト固

定式とする。 

・コーナー部、合流部及び断面が変化する箇所については集水桝を設置することとし、サイズ 400×400ｍｍ以上

とする。 

 

   ウ Ｌ型側溝（現場打）                   
歩道のある場合（セミフラット形式） 

    

 
エ 境界工（現場打） 
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(７) 歩道形態 
    区画街路等において、歩道を設置する場合は、セミフラット形式を標準とし詳細に 

  ついては、町長と協議を行い、形態を決めること。 

                                
  ※交差点部の切下げについては、大阪府福祉のまちづくり条例に基づくこと。（別途協議） 
 
 (８) 道路の勾配 

 ア 道路の縦断勾配については、５％以下とすること。ただし、やむを得ない場合は 

   小区間に限り１１％以下とすること。 
 
   イ 接続道路の取付け部及び道路交差部前後においては、車両が容易に停止、発進で 

   きるよう、次表に示す区間の縦断勾配を２.５％以下にすること。 
 
     道 路 有 効 幅 員    取付け部分の区間  

  １２ｍ未満 ６ｍ 
  １２ｍ以上１８ｍ未満 １５ｍ 
  １８ｍ以上 別途協議 

 
   ウ 道路の横断勾配は、片勾配を附する場合を除き、次の数値によること。 
           １.５％ 以上 ２.０％ 以下 
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 (９) 道路の舗装 
    開発事業により設けられる道路は、次表の基準により舗装を行うこと。なお、路床 

   等が軟弱な場合は、ＣＢＲ試験を実施し、町長と協議を行い施工すること。 
 

                                                              （単位：mm）  

街路の種類 舗装基準構造 備   考 

歩    道 

（一  般  部） 

   
     ＡＣ  30 
  130 
     ＣＲ  100 

ＡＣ：密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

 
 ＢＢ：粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 
 
 ＨＭＳ：水硬性粒度調整鉱滓  
 

ＣＲ：クラッシャラン 
 
 ※舗装基準構造については、 
  設計ＣＢＲを４と想定。 

歩    道 
(車両出入口部） 

   
     ＡＣ  50 
  300 
     ＣＲ  250 

 

一般区画街路 
有効幅員 
4.0ｍ以上 

7.0ｍ未満 

 
     ＡＣ  50 
    ＨＭＳ  150 
  350 
     ＣＲ  150 
   
 

幹線道路 

主要区画街路 

有効幅員 
（7.0ｍ以上） 

 
     ＡＣ  50 
     ＢＢ  50 
  400 ＨＭＳ  150 
      

ＣＲ  150 
   

 
３ その他 
（１） 公共基準点の使用を原則とすること。（開発予定地周辺に既知点がある場合など） 
（２） 竣工図書について、製本図面の他に電子データを提出すること。 
（３） 基準点網図、座標値、点の記録を紙ベース、電子データで提出すること。 
（４） 帰属する道路用地に関して、複数筆存在する場合は、合筆する等最小筆数となるよう処

理すること。 
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排水施設に関する施工基準  

                                       （第２８条関係） 

 

１ 排水施設設計の原則 

 (１)  開発区域内の土地の形状、予定建築物の用途並びに降雨量から想定される汚水、雨水 

   を支障なく排水できるよう計画すること。 

 

 (２)  開発区域外については、上流部の排水区域面積を精査し、排水量を算出し、支障なく 

   排水できるよう計画すること。 

 

 (３)  排水方法は、自然流下によって、排水できるよう計画すること。 

 

 (４)  排水方法は、分流式とすること。 

 

 (５)  本町公共下水道計画に整合した計画とすること。 

      ア  公共下水道整備済区域 

         ① 汚水・雨水の分流式で排水すること。 

        ②  汚水管・雨水管は、公共下水道施設として整備とすること。 

        ③  雨水は、※１道路側溝（Ｕ型等）による排水、または、本管整備とすること。 

      イ  公共下水道未整備区域 

         ① 汚水（浄化槽排水等）・雨水の分流式で排水すること。 

     ② 汚水管（浄化槽排水等）・雨水管は、将来公共下水道施設として使用出来るも

のとすること。 

         ③  雨水は、※１道路側溝（Ｕ型等）による排水、または、本管整備とすること。 

        ④  帰属については本管のみ帰属するものとし、取付管及びますは、公共下水道と

なるまでの間は、個人占用・管理とする。       

    ※１  雨水排水が道路側溝となる場合は、道路構造物として道路管理者と協議を行い指

示に従うこと。 

 

  (６)  認可区域外における流入について 

      ア  認可区域外で公共下水道に接続する場合は、大阪府に対して区域外流入許可申請

が必要となる。 

      イ  流入許可申請手続きの期間としては、６ヶ月程度を必要とする。 

 

  (７)  雨水排水計画ついて 

      ア  雨水計画については、地形的に流入する区域外雨水などを、考慮すること。 

      イ  農業用排水路については、開発区域内であっても雨水管として取り扱わないもの 

        とする。（下水道法第２条の規定による。） 

 

２ 計画下水量 

 (１) 計画汚水量 
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     計画１人１日時間最大汚水量    ６５７ℓ/人･日 

 

 (２) 計画雨水量 

     雨水流出量の算定方式は、合理式を用いて算定すること。 

１                               Ｑ＝計画雨水量（ｍ3/秒）  

      Ｑ＝         ・Ｃ・Ｉ・Ａ         Ｃ＝流出係数（０．９） 

            ３６０                             Ｉ＝降雨強度（９０㎜/時） 

                                                Ａ＝排水面積（ha） 

 

３ 管渠断面の定め方 

      雨水管渠については計画雨水量、汚水管渠については計画時間最大汚水量をそれぞれ考

慮して定めること。 

      ただし、汚水管渠については、４（１）の標準設計による。 

 

      Ｑ＝Ａ・Ｖ                      Ｑ：(設計)流量（ｍ3/秒） 

Ａ：流水断面積（ｍ2） 

Ｖ：流速（ｍ2/秒） 

 

   流速公式については、汚水管渠においてはクッターの公式を用い、雨水管渠の断面算定 

においては、次式マニングの公式を用いること。 

1/2  2/3         

Ｖ ＝ Ｉ ・ Ｒ ・ １/ｎ        

                    

                                

     

                  

          

４  汚水管渠 

 (１) 標準設計 

        原則、硬質塩化ビニル管、管径φ２００㎜、流速を考慮し勾配を５‰～４９‰とす 

      ること。 

        ただし、開発区域面積が１０haを超える場合は、別途流量計算より決定し、下水道 

      課と協議すること。 

        なお、標準設計採用の場合は、汚水流量計算書を省略することができる。 

 

 (２) 流量計算 

      ア  余裕率 

           汚水管渠の余裕率は、内径７００㎜未満については、１００％とすること。 

      イ  汚水管渠の流速と勾配 

        ①  流速は、計画汚水量に対し原則として最小０．６ｍ/秒、最大３．０ｍ/秒とす 

Ｉ：勾配（ｘ‰＝ｘ/1000） 

Ｒ：径深（ｍ）  Ｒ＝Ａ/Ｐ 

Ａ：流水断面積（ｍ2） 

Ｐ：流水潤辺長（ｍ） 

Ｖ：流速（ｍ2/秒） 

ｎ：粗度係数   ｺﾝｸﾘｰﾄ管0.013 
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          ること。 

            流速が３．０ｍ/秒を超える場合は、実流量から実流速を求めること。 

        ②  最小勾配は、５‰以上とすること。 

 

  (３) 管渠（開削工法） 

        汚水管渠の種類と管径 

      ア  下水道用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口片受け直管）ＪＳＷＡＳ  Ｋ－１を標準 

        とすること。 

      イ  最小管径は、φ２００㎜とすること。 

 

 (４) 汚水人孔 

     ア  人孔の配置 

     ①  人孔は、管渠の起点及び方向、勾配、管渠径等の変化する箇所、段差の生ずる箇 

          所、管渠の会合する箇所並びに維持管理のうえで必要な箇所に必ず設けること。 

     ②  管渠の直線部の人孔最大間隔は、表－１の範囲内とする。 

表－１  人孔の管渠径別最大間隔 

 

 

 

      イ  人孔（種類及び形状） 

        ① 人孔については、１号組立人孔を原則とすること。 

           ただし、既設管への割込み人孔の形状寸法については、下水道課と別途協議と

すること。 

        ② 斜壁の選定は、Ｈ＝４５cmまたは、Ｈ＝６０cmとすること。 

      ウ  人孔鉄蓋 

          汚水人孔鉄蓋 

        ①  熊取町型汚水人孔鉄蓋（鋳鉄製）を使用すること。 

        ②  人孔深３．０ｍ以上については、全て転落防止はしご付きとすること。 

        ③  車道については、Ｔ－２５とし、歩道及び管路敷きについては、Ｔ－１４とす 

          ること。 

      エ  副管 

          管渠の流入管と流出管の段差が６０cm以上となる場合は、副管を設けること。 

        ①  副管の形態 

            内副管（省スペース型）を標準とすること。 

        ②  副管径 

            寸法は、表－２のとおりとすること。 

             

表－２  副管の寸法 

 

 

 

       

管渠径  (mm) 600以下 1,000以下 1,500以下 1,500超 

最大間隔(ｍ) ７５ １００ １５０ ２００ 

本管径 副管径 

φ２００㎜ φ１５０㎜ 
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オ  中間スラブ 

          人孔深が６．０ｍを越える場合は、中間スラブをもうけること。 

     また、中間スラブの材質についてはＦＲＰを標準とし、スラブ開口部は同一方向と 

しないこと。 

      カ  インバ－ト 

        ①  汚水人孔の底部には、インバ－トを設けるものとし、形状等については、下水 

          道課配布の『熊取町開発指導要綱・排水施設に関する施工基準（細則）』のとお 

          りとすること。 

            また、幅については、本管径とすること。 

        ②  人孔内では、流出管と流入管との間に、２cmの落差（ステップ）を設けること。 

 

  (５) 汚水ます及び汚水取付管 

        汚水ますは、原則として一戸に一箇所とし、各宅地の排水設備計画を考慮し、道路 

      と民有地の境界より民有地側１．５ｍ以内に設け、かつ、前面道路の高さと同一高さ 

      とすること。 

      ア  汚水ます（図－２） 

        ①  汚水ますの種類 

            下水道用硬質塩化ビニル製ます（ます径φ２００㎜）ＪＳＷＡＳ  Ｋ－７を使 

          用すること。 

        ②  立上り部 

            下水道用硬質塩化ビニル管（プレーンエンド直管）ＪＳＷＡＳ  Ｋ－１を使用 

          すること。 

        ③  汚水ますの蓋 

            汚水ます蓋については、熊取町型汚水ます蓋を使用すること。 

        ④  汚水ますの深さ 

            ます深の決定は、各宅地外周の１／２程度を排水設備延長（Ｌ）の基本とし、 

          下記算式により求めること。 

            ・ます深（Ｈ）＝Ｌｍ×２０‰＋０．３５ｍ 

            ただし、最小ます深は、Ｈ＝０．７０ｍとすること。 

      イ  汚水取付管 

        ①  取付管の接続 

            本管接続を原則とし、取付管長については、６ｍ以下とすること。 

            また、支管の間隔は、１ｍ以上とすること。 

        ②  取付管の布設 

            取付管の布設方向は、本管に対して直角、かつ、直線的に布設し、本管の取付 

          部は、本管に対して６０度又は９０度とすること。 

        ③  取付管の勾配 

            取付管の勾配は、１０‰以上とし、位置は本管の中心線から上方に取付けるこ 

          と。 

        ④  取付管の種類 

            下水道用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口片受け直管）ＪＳＷＡＳ  Ｋ－１を使 

          用すること。 
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            最小管径は、φ１５０㎜とすること。 

 

  (６) 埋戻工 

        下水道課配布の『熊取町開発指導要綱・排水施設に関する施工基準（細則）』を参 

      照すること。 

 

５  雨水管渠 

 (１) 流量計算 

        雨水管渠の流速 

          流速は、下水中の沈殿物が次第に管渠内に堆積するのを防止するため下流に行く 

        に従い漸増させるように定めること。 

          流速は、計画雨水量に対し原則として最小０．８ｍ/秒、最大３．０ｍ/秒とする 

        ること。 

 

  (２) 管渠（開削工法） 

      ア  雨水管渠の種類と管径 

          下水道用鉄筋コンクリート管（Ｂ形ゴム輪受口片受け直管）ＪＳＷＡＳ  Ａ－１ 

        を標準とする。 

          最小管径については、φ２５０mm以上とし、流量計算に基づき管径を決定するこ 

        と。 

   イ  基礎の検討 

          土圧及び載荷重が管渠の耐荷力をこえる場合は、管種変更若しくは外圧に対し、 

        管渠を保護するためコンクリ－ト又は鉄筋コンクリ－トで巻立て等を施すこと。 

          耐荷力をこえる場合の基礎寸法の算定式は、『下水道協会式（改定式）矢板引抜 

        きを行う場合』で、検討を行うこと。 

 

 (３) 雨水人孔 

     ア  人孔の配置 

     ①  人孔は、管渠の起点及び方向、勾配、管渠径等の変化する箇所、段差の生ずる箇 

          所、管渠の会合する箇所並びに維持管理のうえで必要な箇所に必ず設けること。 

     ②  管渠の直線部の人孔最大間隔は、表－３の範囲内とする。 

表－３  人孔の管渠径別最大間隔 

 

 

 

      イ  人孔（種類及び形状） 

          人孔については、組立人孔を原則とし、最小を１号とすること。 

          斜壁の選定は、Ｈ＝４５cmまたは、Ｈ＝６０cmとすること。 

          人孔形状は、表－４を標準とする。 

管渠径  (mm) 600以下 1,000以下 1,500以下 1,500超 

最大間隔(ｍ) ７５ １００ １５０ ２００ 
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表－４ 組立人孔の形状別用途 

      ウ  泥だめ 

          人孔底部には、泥だめを深さ１５㎝以上設けること。 

      エ  本管落差 

          人孔内では、流出管と流入管との間に、２cmの落差（ステップ）を設けること。 

      オ  耐摩耗板 

          本管の落差が６０cm以上となる場合は、洗掘防止のため人孔底部に耐摩耗板を設 

        置すること。 

      カ  人孔鉄蓋 

          雨水人孔鉄蓋 

        ①  熊取町型雨水人孔鉄蓋（鋳鉄製）を使用すること。 

        ②  雨水人孔鉄蓋については全て転落防止はしご付きとする。 

        ③  車道については、Ｔ－２５とし、歩道及び管路敷きについては、Ｔ－１４とす 

          ること。 

 

  (４) 雨水ます及び雨水取付管 

      ア  雨水ますの配置、種類及び構造 

          雨水ますは、各宅地の排水設備計画を考慮し、民有地内に設置することとし、底 

        部には、泥だめを１５㎝以上設けること。 

      イ  雨水取付管 

        宅地からの排水は、道路側溝または道路集水ますに接続し、道路集水ますから雨 

      水管の接続については、人孔接続とすること。 

          また、道路集水ますから人孔への接続は、上流用マンホ－ル継手を用い、躯体又 

        は直壁に取付けること。 

 

６ 共通 

 (１) 管渠の土被り 

     管渠の土被りは、原則として１．２ｍ以上とする。ただし、開発区域周辺の土地の地 

   形等によりやむを得ず１．２ｍ未満になる場合は、施設管理者及び道路管理者と協議を 

行い許可を得ること。 

 

 

呼 び 方 形 状 寸 法 用    途 

１号組立人孔 内 径    ９０㎝    円 形 
管の起点及び６００mm以下の管の中間点 

並びに内径４５０mmまでの管の会合点 

２号組立人孔 内 径   １２０㎝   円 形 
内径９００mm以下の管の中間点及び内径 

６００mm以下の管の会合点 

３号組立人孔 内 径   １５０㎝   円 形 
内径１，２００mm以下の管の中間点及び 

内径８００mm以下の管の会合点 

４号組立人孔 内 径   １８０㎝   円 形 
内径１，５００mm以下の管の中間点及び 

内径９００mm以下の管の会合点 
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 (２) 管渠の基礎 

    管渠の基礎工事については、管種並びに地質に応じ砂、砂利，割栗石，コンクリ－ト 

      基礎を設けること。特に地質が軟弱な場合は、杭打ち等を必要に応じ行うこと。 

 

 （３） 管渠の接合 

     ア 管渠径が変化する場合又は２本の管渠が合流する場合の接合方法は、原則として管 

        頂接合とすること。 

     イ 地表勾配が急な場合には、管渠径の変化の有無にかかわらず、原則として地表勾配 

        に応じ、段差接合又は階段接合とすること。 

     ウ ２本の管渠が合流する場合の中心交角は、原則として、６０度以下とし、曲線をも 

        って合流する場合の曲線の半径は、内径の５倍以上とすること。 

 

 (４) 管路敷き 

      ア  管路敷きの幅 

        管路敷きの幅は、維持管理作業車両の進入を考慮して有効幅を２．０ｍ以上とする。 

    フェンス、門扉を設ける場合にあっては、以下による。 

          車両幅  ＋   門扉ﾌｪﾝｽ基礎   ＝ 2.5ｍ 

           （1.9ｍ）    (0.3×2＝0.6ｍ） 

      イ  侵入防止柵 

          管路敷きの周囲は、侵入防止のためフェンスを設置し、維持管理用に出入口（門扉） 

        を設置すること。 

          門扉については、南京錠による施錠が可能な構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

 (１) 位置指定道路に埋設される、排水管の取り扱いについて 

      ア  道路を町へ寄付する場合 

        ①  雨水管、汚水管・汚水取付管・公共汚水ますは、下水道課と協議の上、町が引き取 

          るものとすること。 

        ②  浄化槽排水管は、本管のみ下水道課と協議の上、町が引き取るものとし、取付管及 

          びますは、公共下水道となるまでの間は、個人占用・管理となるので、開発者は、必 

          ず購入者にその旨を説明しておくこと。（ます蓋は、町型とする。） 

      イ  開発者名義で残る場合 

        ①  汚水管・汚水取付管・公共汚水ますは、「公共下水道布設承諾書」の提出があった場 

          合は、下水道課と協議の上、町が引き取るものとする。 

        ②  浄化槽排水管は、「公共下水道布設承諾書」の提出があった場合は、下水道課と協議 

          の上、本管のみ町が引き取るものとし、取付管及びますは、公共下水道となるまでの 

          間は、個人占用・管理とする。（ます蓋は、町型とする。）   

 

 

 

 

フェンスの種類 メッシュフェンス 

フェンスの高さ 1.80ｍ 

フェンスの色 白色（標準） 

門扉の種類 両開き 

門扉の幅 2.0ｍ以上 
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８ 水路 

   水路の構造は、原則「現場打ち三面張りコンクリ－ト」とし、開発事業により付加する 

    流量を算出のうえ断面を決定し、断面寸法に応じた構造とすること。（図－３） 

   なお、水路に蓋掛けを行う場合は水路管理者の了解を得て、原則積載荷重に適応したグ 

    レ－チング構造とすること。 

 

９ 施設管理者及び水利関係団体の同意については、次表のとおりとする。 

 

  
開 発 許 可 物 件 

開発許可物件以外 

の町要綱協議物件 

 

 １次放流先  ２次放流先  １次放流先  ２次放流先 

汚  水 同  意 協議報告書 協議報告書  

雨  水 同  意  協議報告書  

 

 

 

図－２ 

熊取町型汚水ます標準図                                  （単位：mm） 

   塩化ビニール製汚水ます 

  ［平 面 図］           ［断 面 図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

※蓋については、熊取町型デザイン蓋とする。 
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 図－３ 

三面張りコンクリート水路標準図 

  ① Ｈ＝５００，Ｂ＝５００以下 

           Ｕ－１型  
 
                                                             Ｕ－１型 寸法表         （単位：mm） 
 

 記  号 
(Ｂ×Ｈ) 

寸    法    表  

Ｂ Ｈ ｂ１ ｈ１ 
３００×３００ ３００ ３００ ６００ ４５０ 
３００×４００ ３００ ４００ ６００ ５５０ 
３００×５００ ３００ ５００ ６００ ６５０ 
４００×４００ ４００ ４００ ７００ ５５０ 
４００×５００ ４００ ５００ ７００ ６５０ 
４５０×４５０ ４５０ ４５０ ７５０ ６００ 
５００×５００ ５００ ５００ ８００ ６５０ 

  

  ② Ｈ＝７００，Ｂ＝７００以下 

              Ｕ－８型  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ｕ－８型 寸法表                                 （単位：mm） 
 
 記  号 

(Ｂ×Ｈ) 
寸    法    表  

Ｂ Ｈ ｂ１ ｈ１ ｊ ｋ Ｌ ｍ 
５００×６００ ５００ ６００ ８００ ７５０ ２７５ － ２００ ３００ 
５００×７００ ５００ ７００ ８００ ８５０ ２００ ２５０ ２００ ３００ 
６００×６００ ６００ ６００ ９００ ７５０ ２７５ － ２５０ ３００ 
６００×７００ ６００ ７００ ９００ ８５０ ２００ ２５０ ２５０ ３００ 
７００×７００ ７００ ７００ １０００ ８５０ ２００ ２５０ ３００ ３００ 

 

  ③ Ｈ＝１５００，Ｂ＝１５００以下 

          Ｕ型水路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ｕ型水路 寸法表                                 （単位：mm） 
 

  記  号 
(Ｂ×Ｈ) 

寸    法    表  

Ｂ Ｈ ｂ１ ｈ１ ｎ１ ｎ２ 
８００× ８００ ８００ ８００ １１００ ９５０ ３ ４ 
９００× ９００ ９００ ９００ １２００ １０５０ ３ ４ 

１０００×１０００ １０００ １０００ １３００ １１５０ ４ ４ 
１１００×１１００ １１００ １１００ １４００ １２５０ ４ ５ 
１２００×１２００ １２００ １２００ １５００ １３５０ ４ ５ 
１３００×１３００ １３００ １３００ １６００ １４５０ ５ ５ 
１４００×１４００ １４００ １４００ １７００ １５５０ ５ ６ 
１５００×１５００ １５００ １５００ １８００ １６５０ ５ ６ 
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駐車場・駐輪場に関する施工基準
（第３１条関係）

※ただし、熊取駅周辺の近隣商業地域については、「客室10室当り3.0台以上」とする。

用 途 区 分 基 準 駐車場 駐輪場

住宅

一戸建て住宅 （長屋住宅含む｡）

一戸当り

1.0台以上 1.0台以上
共 同 住 宅 (中高層含む｡) 1.0台以上 1.0台以上
単身者住宅 (中高層含む｡) 0.5台以上 0.5台以上

医院
病 院 ベッド10床当り 2.0台以上 1.5台以上
医 院・診 療 所 延床100㎡当り 3.0台以上 4.0台以上

宿泊 旅 館・ホ テ ル ※ 客室10室当り 5.0台以上 1.0台以上

商業

銀 行・金 庫 等

営業面積

100㎡当り

3.0台以上 6.0台以上
大型店舗ｽ-ﾊﾟ-・中小店舗ｽ-ﾊﾟ- 5.0台以上 10.0台以上
食 堂 ﾚ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ 5.0台以上 10.0台以上
商 業 ビ ル（事務所） 2.5台以上 3.0台以上

工業 工 場・作 業 所 敷地500㎡当り 1.0台以上 2.0台以上
遊戯
ｽﾎﾟ-ﾂ

テニスコ－ト １面当り 5.0台以上 2.0台以上
スイミングプ－ル（スク－ル） 収容10人当り 3.0台以上 2.0台以上

そ

の

他

倉庫、配送センタ－等 敷地500㎡当り 2.0台以上 2.0台以上
塾・文化教室等 収容10人当り 0.2台以上 5.0台以上
雑居（複合用途）ビル 事務所1室当り 1.0台以上 1.0台以上

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・

寺院・教会・公民館・墓地等、上段用途区分

に属さない建築物

別途協議

上記の駐車場台数については、従業員等の駐車場は含まない。
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交通安全施設に関する施工基準
（第３３条関係）

交 通 安 全 施 設 設 置 場 所
構造及び材質
の指定の有無

防 護 柵

ガ－ドレ－ル

転 落 防 止 柵

開発道路に隣接する土地、河川、水路に

落差がある場合及び現場立会の上、危険と

認められる箇所
有

道 路 照 明 灯

主要路線（国、府、町道）に接する交差

点、開発区域内の主要な交差点及び危険と

認められる箇所（ＬＥＤ道路照明灯）
有

カ－ブミラ－

主要路線（国、府、町道）に接する交差点、

開発区域内の主要な交差点及び危険と認め

られる箇所（ダブル・シングルφ８００以上）
有

警 戒 標 識

主要路線（国、府、町道）に接する交差点、

開発区域内の主要な交差点及び危険と認め

られる箇所（上下２箇所）
有

区

画

線

外 側 線

セ ン タ － 線

カ － ブ 注 意

ゼ ブ ラ

交差点マ－ク

開発計画図及び現場立会の上、危険と認

められる箇所 有

・交通安全施設については、編入自治会及び泉佐野警察署と開発現場を立会するもの

とする。

・構造及び材料については、指定した以外のものは認めない。
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防犯施設に関する施工基準

（第３４条関係）

防犯施設 設 置 基 準
構造及び材質

の指定の有無

ＬＥＤ防犯灯

（20Ｗ蛍光灯

と同等の照度

を有するもの）

開発区域内において、夜間に約４ｍ先の歩行

者の挙動や姿勢がわかる程度の照度が確保でき

る間隔で設置するほか、特に危険と認められる

箇所

有

防犯施設については、編入する自治会と開発現場を立会し、決定すること。

なお、防犯施設の維持管理については、編入する自治会と協議し、承諾を得ること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 事 務 要 領 

 

 

 

令和６年４月１日現在 
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提 出 部 数

申 請 図 書 提 出 部 数

事前協議書

開発区域面積５００㎡以上 ５ 部

開発区域面積５００㎡未満 ５ 部

都市計画法第３２条協議書 ３ 部

都市計画法第２９条開発行為許可申請書 ３部（大阪府経由２部、町控１部）

宅地造成等規制法第８条宅地造成に関する工

事の許可申請書
３部（大阪府経由２部、町控１部）

建築基準法第４２条第１項第５号道路の位置

の指定申請書
３部（大阪府経由２部、町控１部）

建築基準法第６条第１項確認申請書（建築物

・工作物）
３部（大阪府等経由２部、町控１部）
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都市計画法開発行為許可申請フロー図 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 ・ 相 談 等                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 阪 府 許 可 書 交 付                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

本 町 へ 事 前 協 議 書 提 出                 工 事 着 工                 

    

本 町 関 係 課 協 議                 中 間 検 査            （ 町 ） 

    

事 前 協 議 書 返 却                 都市計画法第３６条工事完了届出書提出                 

（帰 属 図 書 提 出              ) 
  

大阪府審査指導課と事前協議 
  

完 了 検 査          （ 町・府 ） 
  

本町関係課・関係機関と協議                 
  

本町より大阪府へ工事確認報告書提出                 
  

都市計画法第３２条協議書提出                 
  

大阪府より検査済証の交付・公告等                 
  

本 町 関 係 課 合 議                 
 

 

  

都市計画法第３２条同意書交付                 

  

都市計画法第２９条開発行為許可申請

書等提出 

(本指導要綱に基づく協定書締結               ) 

  

  

※ 上水道施設について、大阪広域水道企業団と別途協議を行なうこと。 
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本町開発指導要綱協議申請フロー図 

 

 

 

調 査 ・ 相 談 等                 

  

本 町 へ 事 前 協 議 書 提 出                 

  

本 町 関 係 課 協 議                 

  

事 前 協 議 書 返 却                 

  

本町関係課・関係機関と協議                 

  

協 議 経 過 報 告 書 等 提 出                 

  

(確 認 申 請 書 等 提 出                

本指導要綱に基づく協定書締結               ) 

 

 

 

※ 用地等の譲渡が伴う場合は、検査及び提出図書等について、関係課と協議を行なうこと。 

※ 上水道施設について、大阪広域水道企業団と別途協議を行なうこと。 
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本要綱第５条事前協議図書一覧
図 書 名 明 示 事 項 縮 尺 摘 要 ﾁｪｯｸ欄

１ 事前協議書(表紙)

２
位 置 図 ・方位

・開発等の予定地

1/2500
以上

３

現 況 図 ・方位

・開発等の区域、境界(朱線で記入)

・土地の地番、形状、断面(現況地盤等)

・開発等の区域に含まれる公共施設及び都

市計画施設の位置、形状

1/500
以上

隣接地の

状況が詳

しく分か

るもの

４

土地利用計画図 ・方位

・開発等の区域、境界(朱線で記入)

・計画公共施設の位置、形状

・予定建築物等の用途、規模、敷地の形状

・接続道路の名称、幅員及び建築敷地境界

線、道路後退線

1/500
以上

５

排水計画平面図

縦断図

・開発等の区域、境界(朱線で記入)

・開発区域内の排水施設の位置、種類、形

状、口径、流水方向等

・放流先排水口までの経路

(区域外排水も含め接続状況等)

1/500
以上

６

造成計画平面図

断面図

・切土又は盛土をする前後の地盤面、地盤

高

・切土又は盛土の別(切土：黄色・盛土：赤色)

1/500
以上

７
給 水 計 画 図 ・給水施設の位置、種類、形状、口径等

・消防施設の位置、種類、形状、寸法等

1/500
以上

８
地 籍 図 ・里道は朱線、水路は青線で記入

・開発等の区域は着色

公図の写

し

９

予定建築物の図面 ・各階平面図

・立面図

1/100
又は

1/200
以上

10 開発区域一覧表

11 そ の 他
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都市計画法第３２条協議図書一覧
№ 図 書 名 摘 要 ﾁｪｯｸ欄

１ 法第３２条協議書（表紙）

２ 開発区域一覧表 地番の若い順に記入

３ 委任状

４ 申請者印鑑証明書

５ 事前協議書（写）

６ 事前協議経過報告書

７ 公共施設一覧表（従前・新設）

８ 設計説明書

９ 土地所有権利者の同意書

１０ その他の権利者の同意 抵当権者、地役権者等

１１ 同意者の印鑑証明書

１２ 登記事項証明書

１３ 地籍図

１４ 道路、里道、水路明示指令図（写） 開発地と接する場合

１５ 水路等管理者同意書

１６ 地元自治会説明経過報告書

１７ 隣接土地所有者・付近住民等説明経過報告書

１８ 住宅建設計画書

１９ その他

２０ 開発区域位置図（ 1 / 2500）
２１ 現況図

２２ 土地利用計画図

２３ 造成計画平面図 盛土：赤 切土：黄

２４ 造成計画断面図

２５ 排水計画平面図

２６ 排水計画縦断図

２７ 流末水路経路図及び流末水路構造図

２８ 給水計画平面図

２９ 開発区域求積図

３０ 公共公益施設求積図

３１ 宅地求積図

３２ 排水施設構造図

３３ 道路計画断面図

３４ 道路計画縦断図

３５ 道路計画横断図

３６ 公園施設計画図

３７ 諸設備構造図

３８ 水理計算書

３９ 擁壁等構造計算書

４０ 土質試験結果

４１ その他
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公共公益施設の管理及び用地の帰属申出図書一覧

注意事項

① 登記簿の抵当権等は抹消登記を完了させておくこと。

② 帰属用地の実測面積と登記簿及び地籍測量図の面積は一致すること。

③ 施設竣工図書については、全て出来高をもって作成すること。

なお、提出部数及び添付図書、図示内容等の詳細に関して、事前に担当課と協議

すること。

④ 地下埋設物(排水管、ガス管、水道管等)について、各工事関係者と調整を行い把

握しておくこと。

⑤ 帰属用地の境界プレ－トの設置等について、担当課と協議すること。

⑥ 帰属用地の筆界確認方法について、担当課と協議すること。

№ 図 書 名 摘 要 ﾁｪｯｸ欄

１ 公共公益施設の管理及び用地の帰属申出書

２ 公共公益施設・用地一覧表

３ 登記事項証明書

４ 分筆図 地積測量図・座標表示

５ 地籍図 公図・里道、水路を着色

６ 位置図

７ 土地利用図 出来高表示

８
登記原因証明情報兼

土地所有権移転登記承諾書
記載方法に基づき記載

９ 印鑑証明書

１０ 資格証明書 法人の場合

１１ 公共公益施設竣工図書 施設管理台帳等

１２ その他
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事 前 協 議 書正 副

あて
●都市計画法
☐第29条の規定による開発許可 （該当するものの☐欄にチェックをつけること）

☐第43条第１項の規定による建築許可 について以下のとおり協議を申出します。
●宅地造成及び特定盛土等規制法
第12条第１項又は第30条第１項の規定による工事許可
☐宅地造成又は特定盛土等
☐土石の堆積

●建築基準法
☐第42条第１項第５号の規定による道路位置指定
☐その他（ ）

協議申出者（※） 住所

氏名

(※)注意事項

・協議申出者を記名し、 の中の事項について記入してください。

（協議申出者は開発者、設計者及び代理人のいずれかとします。）

・市街化調整区域については、市町村に先立ち、大阪府から事前協議を申し出て下さい。

・この協議書は、標記許可手続き等の事前協議のほか他法令所管部局等との協議調整を行う目的で利用します。

・この協議書を紛失されますと、再度事前協議が必要になりますので、大切に保管してください。

開発等を行う者の
住 所 氏 名 ＴＥＬ

開発等の区域の
名称（地名・地番）

設計者住所氏名
（担当者氏名）

ＴＥＬ

開発等の区域の
面積

㎡
（うち盛土等の土地の面積） 予定建築

物の用途㎡

市街化区域・市街
化調整区域の別 市街化区域・市街化調整区域

予定建築物の

延べ面積
㎡

用 途 地 域
１種低専・２種低専・１種中高専・２種中高専・１種住居,

２種住居・準住居・近隣商業・商業・準工・工業・工専・無指定

建築基準法許認可
（ ）

その他規制法令等

森林区域
盛土規制法

規制区域

風致

地区

生産

緑地

近郊

緑地

地区

計画
農用地
区域

自然

公園

鳥獣

保護区

含む 含まない
宅造
区域

特盛
区域

内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外

土壌汚染対策法
砂防指定
区域

土砂災害
浸水想定

区域

その他

（ ）
形質変更時要届出区域
又は要措置区域

特別警戒

区域

警戒

区域

内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外

開発等の区域が

接続する施設

道

路

種類
国道・府道・市道・私道・その他（ ）

（建築基準法第 条 項 号） 排

水

雨水

放流先

名称
（幅員 ｍ）

汚水

排水先

開発等の区域に
含まれる施設

里道 水路 都市計画施設
(道路、公園等)

（名称）
有・無 有・無

登記事項証明書
の地目

宅地 ・ 雑種地 ・ 農地 ・ 山林 ・ その他（ ）

農地転用許可 未 ・ 済 （ 年 月 日 ）

土 地 の 現 況
建築物 土木構造物

建築物等

が有る場

合

用途

延べ面積 80㎡以上・80㎡未満

有・無 有・無 撤去の有無 有 ・ 無

開発行為等に係
る工事費

５００万円以上 ・ ５００万円未満
（工事費は、宅地造成等に係る造成及び工作物等の新設、撤去等の費用の合計で記入）

現場調査 年 月 日 市町村受付 大阪府受付

有効期限
返却年月日（ 年 月 日）

から（ １年 ・ ６ヶ月 ）

受付年月日 受付年月日

備考
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開発区域に含まれる地域の名称一覧表

注意 １．実測面積の計算は小数点第二位まで算出して下さい。

２．筆数の多い場合は上記様式で一覧表を作成して下さい。

地 名 地 番 地目 地積(公簿) 所 有 者 権 利 者 備 考

合 計 筆

地目区分 宅 地 農 地 山 林 里道 水 路 等 国 有 地 その他 合 計

実測面積
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事前協議書取下げ願い 

 

                                                            年  月  日 

 

   提出先 熊取町長 

 

                                     開発者 住所 

 

                                             氏名 

 

                                     設計者 住所 

 

                                             氏名 

 

 

 この度、下記の開発事業に係る事前協議書を取下げたいので返却願います。 

 

 

記 

 

１．開発等の区域の名称 

 

 

２．開発等の区域の面積 

 

 

３．予定建築物の用途 

 

 

４．事 前 協 議 受 付 日          年     月     日   

    及 び 受 付 番 号 

 

 

５．取 下 げ 理 由 
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事前協議経過報告書 

 

                                                                年    月    日 

 

 報告先 熊取町長 

 

                                    開発者 住所 

 

                                           氏名 

 

  

 開発事業の内容 

開発区域の名称  熊取町 

開発区域の面積                ㎡ 建築物の用途  

建築物の階数  地上          階 住宅等の戸数                   戸 

 

  上記の開発事業に関し、貴町関係課及び関係機関と協議した内容を下記のとおり報告いた

します。 

  なお、この報告書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

記 

 

 協議経過報告 

協議を行った課名 

担当者名・日時等 
指   導   内   容 回         答 
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水路等管理者同意書

年 月 日

同意先 水利組合長

開発者 住所

氏名 印

下記の開発事業に係る水路等の改修等に関し、ご同意願います。

記

開発事業の内容

上記の開発事業に係る水路等の改修等に関し、同意いたします。

年 月 日

印

開発区域の名称 熊取町

開発区域の面積 ㎡

建築物の用途 住宅等の戸数 戸

排 水 の 種 類

汚 水 公 共 下 水 道 ・ 合 併 浄 化 槽 ・ 雑 排 水

雨 水 雨 水
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水路等管理者協議報告書 

  

                                                             年    月    日 

 

 報告先 熊取町長 

 

                                    開発者 住所 

 

                                           氏名 

 

 開発事業の内容 

開発区域の名称  熊取町 

開発区域の面積                      ㎡    

建築物の用途  住宅等の戸数                  戸 

排 水 の 種 類 

 汚  水 公 共 下 水 道 ・ 合 併 浄 化 槽 ・ 雑 排 水                

 雨  水 雨    水 

 

  

本開発事業に係る水路等の改修等に関し、管理者との協議内容を下記のとおり報告いたします。  

なお、この報告書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

記 

 

 協議経過報告 

水利関係団体名 

及び協議者名 
協議日時 説  明  者      協  議  内  容  ・  備  考 
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地元自治会説明経過報告書 

 

                                                              年    月    日 

 

 報告先 熊取町長 

          

                                   開発者 住所 

 

                                           氏名 

 

 開発事業の内容 

開発区域の名称  熊取町 

開発区域の面積                ㎡ 建築物の用途  

建築物の階数  地上          階 住宅等の戸数                   戸 

 

  本開発事業に関し、地元自治会に説明した経過を下記のとおり報告いたします。 

  なお、この報告書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

記 

 

 説明経過報告 

自治会名及び説明 

を受けた者の氏名 
説明日時 説 明 者 説 明 内 容 ・ 質 疑 及 び 回 答 内 容 ・ 備 考 
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１．地元自治会には、次の事項について説明等を行うこと。 

 

  ①開発事業内容について 

        ・開発計画内容(位置、規模、土地利用、用途、戸数、階数等) 

        ・工事日程  

     ・工事の時間帯 

        ・工事車両の進入路   

        ・工事車両の通行時間帯及び頻度(交通量) 

        ・作業重機の搬入、搬出方法   

        ・交通整理員の配置 

        ・その他、必要に応じ説明(開発区域外の排水計画等) 

 

    ②説明図書 

        ・位置図 

        ・土地利用計画図  

        ・その他、必要に応じ提出 

 

 

 ２．中高層建築物の場合は、上記内容に加え、次の事項について説明を行うこと。 

 

  ①開発事業内容について  

        ・日照に関すること。 

     ・電波障害に関すること。 

         なお、計画段階では、その実質的な影響が不明確であることを周知するとともに、        

建築段階における協議(調整)である旨説明すること。 

 

    ②説明図書 

        ・位置図 

        ・土地利用計画図   

        ・立面図 

        ・日影図 

        ・テレビ電波受信障害調査報告書 

・ その他、必要に応じ提出 

 

 



 

 - 57 - 

               隣接土地所有者 

                                            説明経過報告書 

           付 近 住 民 等 
 

                                                                          年    月    日 

 

 報告先 熊取町長   

 

                                            開発者 住所 

 

                                                   氏名 

 

 開発事業の内容 

開発区域の名称  熊取町 

開発区域の面積 

                    

                  ㎡ 

 

建築物の用途  

建築物の階数  地上            階 住宅等の戸数                      戸 

 

                    隣接土地所有者 
  本開発事業に関し、              に説明した経過を下記のとおり報告いたします。 
          付近住民等   

 なお、この報告書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

記 

 

 説明経過報告 

土 地 の 

地   番 

所有者(居住者 ) 

住 所 ・ 氏 名 
説明日時 説  明  者 説明内容・質疑及び回答内容・備 考 
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１．隣接土地所有者及び付近住民等には、次の事項について説明を行うこと。 

 

 ①開発事業内容について 

      ・開発計画内容(位置、規模、土地利用、用途、戸数、階数等) 

      ・工事日程 

    ・工事の時間帯 

      ・工事車輌の進入路  

   ・工事車輌の通行時間帯及び頻度(通行量) 

      ・作業重機の搬入、搬出方法 

    ・交通整理員の配置 

      ・その他、必要に応じ説明 

 

 ②説明図書 

      ・位置図 

    ・土地利用計画図  

    ・その他、必要に応じ提出 

 

 ③隣接地との境界付近について 

      隣接地との民々境界における構造物及び境界付近の排水計画等について、詳細に説明 

  を行うこと。 

 

 

２．中高層建築物の場合は、上記内容に加え、次の事項について説明を行うこと。 

 

 ①開発事業内容について 

      ・日照に関すること。 

   ・電波障害に関すること。 

        なお、計画段階では、その実質的な影響が不明確であることを周知するとともに、 

   建築段階における協議(調整)である旨説明すること。 

 

 ②説明図書 

      ・位置図 

    ・土地利用計画図 

      ・立面図 

    ・日影図 

      ・テレビ電波受信障害調査報告書 

      ・その他、必要に応じて提出 
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住宅建設計画書 

 

                                                              年    月    日 

 

 提出先 熊取町長 

 

                                    開発者 住所 

 

                                           氏名 

 

 

  住宅建設計画については、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１．開発事業の内容 

開発区域の名称  熊取町 

開発区域の面積                ㎡ 建築物の用途  

建築物の階数  地上          階 住宅等の戸数                   戸 

計 画 人 口                人    （１戸当り   ．  人） 

 

２．年次計画 

  完 了 予 定 年 月   入 居 予 定 年 月   戸   数   備      考 
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公共公益施設の管理及び用地の帰属申出書 

 

                                                              年     月     日 

 

 申出先 熊取町長 

 

                                      開発者 住所 

 

                                          氏名 

  

 

 

 下記の開発事業が完了したので、都市計画法第３２条協議により設置した公共公益施設に 

 

 

関し、同法第３９条及び４０条並びに熊取町開発指導要綱第３８条の規定により、施設の管 

 

 

理及び用地の帰属について関係図書を添えて提出します。 

 

 

 

記 

 

 

 

     １．開発許可年月日              年     月     日 

         及び許可番号 

 

 

     ２．公共公益施設等       別 紙 の と お り 

 

 

 

 

 

 



- 61 -

公共公益施設・用地一覧表 (№ ）

※ 法第３２条協議により設置された全ての公共施設(開発者管理含)について、出来高に

よる実測数値を記入して下さい。

公 共 公 益 施 設
の 種 類

番

号

概 要

管 理 者
用 地 の
帰 属

備 考
幅員寸法 延 長 面 積
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登記原因証明情報兼土地所有権移転登記承諾書

１ 当事者及び不動産

（１）当事者 権利者（甲） 泉南郡熊取町

義務者（乙）

（２）不動産の表示 末尾記載のとおり

２ 登記の原因となる事実又は法律行為

（１） 年 月 日、都市計画法第４０条第２項に基づき乙から甲に帰属

（２）よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

３ 所有権移転登記承諾

乙は、上記に基づき所有権移転登記が行われることについて、異議なく承諾いたしま

す。

年 月 日

（乙） 住 所

氏 名 印

土地の表示

所 在 地 番 地 目 地 積 ㎡
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登記原因証明情報兼土地所有権移転登記承諾書

の記載方法について

登記原因証明情報兼土地所有権移転登記承諾書に関しては、次の点に注意してください。

１ 用紙の大きさについて

登記原因証明情報兼土地所有権移転登記承諾書の大きさは、前頁（Ａ４縦サイズ）

のとおりです。複写等される際は、下の頁数が写らないようにしてください。

２ 枚数について

登記原因証明情報兼土地所有権移転登記承諾書は、町に帰属する土地の形態（道路、

公園、管路敷等）ごとに作成してください。

３ 記載について

① １当事者及び不動産の（１）当事者、「義務者（乙）」の欄には、登記事項証明書に

基づき、土地の所有者の氏名を正しく記載してください。

② ２登記の原因となる事実又は法律行為の（１）の「日付」の欄は、大阪府広報に記

載される開発行為の完了公告の翌日を記載してください。（不明の場合は、記入しない

でください。開発事業担当課で記入します。）

③ 「日付」の欄は、②の「日付」以降の日になります。（上記同様、空白の場合は、開

発事業担当課で記入します。）

④ （乙）の「住所」及び「氏名」の欄は、登記事項証明書及び印鑑証明書に基づき、

土地の所有者の住所及び氏名を正しく記入してください。法人の場合は、「氏名」の欄

には、代表者の役職名及び氏名も記入してください。

⑤ 土地の表示の「所在」の欄は、町に帰属する土地の町名（丁目がある場合は、丁目

を含む。）又は大字名を記入してください。

⑥ 土地の表示の「地番」の欄は、町に帰属する土地の地番を記入してください。

⑦ 土地の表示の「地目」及び「地積」の欄は、登記簿に基づき記載してください。

⑧ 印鑑は、印鑑証明書と同じ実印（法人にあっては代表者印）を押印してください。
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協 定 書

泉南郡熊取町（以下「甲」という。）と開発者

（以下「乙」という。）は後記開発事業を施工するにあたり、次のとおり協

定を締結する。

第１条 乙は、熊取町開発指導要綱及び事前協議による甲の指導内容について、これ

を遵守し誠実に履行するものとする。

以上協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各々１通

を保有する。

年 月 日

甲 泉南郡熊取町野田一丁目１番１号

熊取町 代表者

熊取町長 印

乙 住 所

氏 名 印

記

開発区域の名称 熊取町

開発区域の面積 ㎡ 建築物の用途

建築物の階数 地上 階 住宅等の戸数 戸
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